
羽
秋
田
城
跡
第
五
四
次
調
査
出
土

八
四
号
木
簡
(
干
支
棒
木
簡
)
の
再
検
討

山
形
県
立
米
沢
女
子
短
期
大
学

τ三=・
JO!. 

= 

孝

は
じ
め
に

一
九
八
九
年
か
ら
一
九
九

O
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
秋
田
城
第
五

E
次
調
査
で

は
、
秋
田
城
の
外
郭
東
門
跡
を
は
じ
め
、

そ
れ
に
と
り
つ
く
築
地
塀
、
布
掘
り
溝

等
の
外
郭
施
設
、
掘
立
柱
建
物
跡
、
竪
穴
住
居
跡
、

そ
れ
に
木
筒
、
漆
紙
文
書
が

大
量
に
廃
棄
さ
れ
た
大
規
模
な
土
取
り
穴
が
検

さ
れ
た
。

こ
の
土
取
り
穴
か
ら

は
、
延
暦
十
年
、
延
暦
I

寸
三
年
の
年
紀
を
も
っ
木
簡
の
ほ
か

か
ら
は
天
.
平

下

宝
字
三
年
具
注
暦
漆
紙
文
書
な
ど
も
出
土
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
文
字
資
料
は
、

『秋

田
城
跡
調
査
事
務
所
研
究
紀
要

H

秋
田
城
出
土
文
字
資
料
集
日
』

(秋
田
市
教
育

委
員
会
秋
田
城
跡
調
査
事
務
所
、

で
報
告
さ
れ
て
い
る
。

一
九
九
二
年
)

そ
の
中
の
木
簡
の
一
つ
、

ノ
四
号
木
簡

(玄

1
)
は
、
き
わ
め
て
特
異
な
木
簡

で
あ
る
。
ま
ず
そ
の
形
状
に
つ
い
て
は
、
報
告
書

で
は

「十
干

一支
の
組
み
合

わ
せ
で

一
面
に
I

寸
組
?
。
七
面
に
面
取
り
、
う
ち
三
面
に
穿
孔
。
棒
状
」
と
解
説

さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
七
角
住
の
棒
状
木
簡
で
あ
り
、

そ
の
面
に
は
い
ず
れ
も

干
支
が

か
れ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
釈
す
入
は
次
の
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。

O
従
来
の
釈
文

(・

は
穿
孔
)

①
甲
申

・
乙
酉

・
丙
戊

・
丁
亥

・
戊
子

②
 

丑

・
庚
寅

・
辛

卯

・
壬
口
・
口
巳

-
(
干
支

(未
解
説
))

③
 

④
巾

⑤
球
大
升

⑥

(干
支

(未
解
読
))

⑦

(
こ
の
面
に
つ
い
て
は
干
支
か
ど
う
か
不
明
)

(干
支

(未
解
読
))

乙
丑

丙
寅

庚
午

壬
申

丁
卯

辛
未

笑
酉

戊
辰

己

ι

巾
員

丙
辰

戊
午

庚
申

辛
酉

成

乙
卯

丁

U

...， 
u 

本
木
簡
が
ど
の
よ
う
な
円
的
で
作
成
さ
れ
、
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
た
の
か
、

体
的
な
用
途
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
っ
た
。
釈
文
に
あ
る

X
の
記
載
順
も
、

A

ひ
と
つ
法
則
性
に
欠
け
る
よ
う
で
あ
る
。

本
木
簡
は
、

一
九
九
八
年
度
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
に
よ
り
複
製
品
の
作
製

が
行
わ
れ
た
が
、
筆
者
は
そ
れ
に
先
立
ち
、
所
蔵
者
の
秋
出
城
跡
調
査
事
務
所
と
、

釈
読
を
相
当
さ
れ
た
.WT
川
南
氏
の
許
可
を
得
て
、
本
木
簡
の
再
調
査
を
お
こ
な
っ

-86-
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た
本
木
簡
は
、
材
の
腐
蝕
が
は
な
は
だ
し
く
、
ま
た
墨
の
遺
存
状
況
が
き
わ
め
て

悪
か
っ
た
た
め
釈
読
は
凶
難
を
極
め
た
が
、
赤
外
線
カ
メ
ラ
に
よ
る
詳
細
な
観
察

の
結
果
、
従
来
の
釈
文
と
は
か
な
り
異
な
っ
た
釈
読
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
新
た
に
得
ら
れ
た
釈
文
を
紹
介
し
、
あ
わ
せ
て
本
木
簡
が
も
っ

意
義
に
つ
い
て
若

の
考
察
を
試
み
る
。

形
状

先
形
の
株
状
木
簡
で
、

七
出
に
一白
取
り
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
う
ち
三

面
に
穿
孔
が
認
め
ら
れ
る

(う
ち

面
に
十
カ
所
、

面
に
九
カ
所
)
。



|京11 84号木簡写真 (赤外線カメラ)
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一、
釈
文

再
調
査
の
方
法
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

で
赤
外
線
カ
メ
ラ
を

F
い、

ま
ず
、
本
木
簡
に
は
各
面
ご
と
に
」
l

の
干
支
が
霊苦
か
れ
て
い
る
、
と
想
定
し
た

し
て
画
面
に
映
し
、
各
部
分
の
写

撮
影
を
行
っ
た
。

支
が
重
か
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
場
所
を
拡
大

文
字
の
あ
る
部
分
を
拾
い
出
し
、

画
部
分
だ
け
を
ト

レ
ー

ス
し
た
。
こ
の
時

で
き
あ
が
っ
た
写
真
か
ら

だ
け
で
は
き
わ
め
て
不
鮮
明
な
の
で
、
赤
外
線
カ
メ
ラ
に
よ
り
映
し
出
さ
れ

写ト
レ
ー

ス
作
業
を
行
っ
た
。
そ
し
て

終
的
に
、

た
実
際
の
木
簡
の
テ

レ
ビ
画
像
を
随
時
観
察
し
な
が
ら
、

字
画
部
分
を
特
定
し
、

ぎ
合
わ
せ
、
全
体
の
見
取
り
一尚
を
完
成
さ
せ
た
。
こ
の
作
業
を
、
第

一
面
か
ら
第

七
面
ま
で
繰
り
返
し
た
。
そ
の
結
果
、

込

2
の
よ
う
な
見
取
り
一泊
が
完
成
し
た
。

y
b
v
h
 

州、
・

m
・〆

パい・

p
一

-
ι
ヨ，，
 

L 

，
コ
」

庁
れ
ず
山

U
・f
久

シ

ヌ

γ

1:. 

‘; 

印

P
V争点

在
中

l汽

実

秋同城跡LI-¥土81号木簡見取り図I:;{I2 

再
調
査
に
よ
り
判
明
し
た
釈
文
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

①
口
口
・
口
口
・

丙
寅

・
丁
卯

・
戊
辰

・
口
口
・

庚
口
・
口
口
・

②
口
口
・

乙
口
・
口
子

・
口
口
・
口
口
・

③
口
口
・
口
口
・

丙
成

・
丁
口
・
口
子

・

④
口
午

⑤
口
口

⑥
口
口

⑦
口
口

O
新
釈
文
(
「

・
」

は
穿
孔
)

ト
レ
ー

ス
し
た
各
部
分
を
つ
な

乙
未

丙
申

乙
口

口

口
卯

口
口

口
口

口
口

口
・

庚
口
・

岬-
・
庚
寅

・

丁
酉

戊
戊

庚
子

→-
A 

丁
未

戊
申

口
口

口
口

口
口

未

庚
申

口
口

口
口

戊
辰

庚
口

口
口

今
回
、

七
面
の
す
べ
て
に
文
字
が
確
認
で
き
、ヘ

p

-
c
p

-

J

F
Jj
T
'
Iし

し
か
も
、
原
則
と
し
て

一
面
に

ハ
面
目
は
九

干
支
し
か

か
れ
て
お
ら
ず

十
の

干
支
が
書
か
れ
て
い
た
と
推
定
で
き
た

口
・
口
酉

・

巳

・
壬
F

笑
未

卯
・

壬
辰

・
口
口

口
口

壬

{員

法
大
口

口
口

法
大
口

口
酉

壬
成

口
口

壬
申

口
酉

五
面

-84 -
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一
つ
干
支
が
脱
落
し
て
い
る
)
。
し
か
も
、
釈
読
で

き
た
干
支
の
文
字
か
ら
、
判
読
不
明
な
部
分
の

か
ら
「
笑
亥
」
ま
で
の
六

た
だ
し
本
木
簡
は
七
両
あ
り
、

又
を
推
定
し
て
い
く
と
、
「
甲
子
」

X
が
、
順
番
通
り
に
並
ん
で
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。

面
に
十
干
支
ず
つ
書
か
れ
て
い
た
と
す
れ
ば

面
に
は
も
う

度
「
甲
子
」

a

ノ
面
で
十
分
な
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
残
り
の
一
面
を
検
討
す
る
と
、
残
り
の
一

か
れ
て

か
ら
「
笑
酉
」
ま
で
の
最
初
の
十
干
支
が

い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
本
木
簡
は
、
本
来
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
た
と
推

定
で
き
る
。



O
推
定
釈
文
(
「
・
」

は
穿
孔
)

①
甲

・

乙

丑

・

丙

寅

・
丁
卯

・
戊
辰

・
一

②
甲
戊

・
乙
亥

・
丙
子

・
丁
丑

・
戊
寅

・

③
甲
申

・
乙
酋
・
丙
戊
・
丁
亥

・
戊

④
甲
午

⑤
甲
辰

⑥
甲
寅

⑦
甲
子

巳

・
庚
r

未

卯
・

庚
辰

「巳

丑

・
庚
寅

・
辛
卯

乙
未

丙
申

辛

戊
戊

亥

庚

丁
酉

辛
亥

乙
巳

丙
午

酉

丁
未

庚
成

戊
申

笑

乙
卯

丙
辰

酉

壬
戊

戊
午

未

庚
申

丁

乙
丑

丙
寅

巳

庚
午

丁
卯

戊
辰

以
上
の
よ
う
に
全
体
の
釈
文
を
推
定
し
た

申

・
球
大
商

午

・
笑
未

辰

・
笑
巴

'員

波
大
卯

申

笑
酉

で
、
今
度
は
、
見
取
り
図
で
字
岡

が
確
認
で
き
な
か
っ
た
部
分
に
も
、
推
定
し
た
文
字
を
割
り
付
け
て
い
っ
た
。
そ

の
際
、
一送
2
で
確
認
で
き
た

支
の
文
字
を
使
用
し
て
、
字
画
の
確
認
で
き
な
か
っ

込

3
で

た
部
分
に
割
り
付
け
て
い
っ
た
。
以
上
の
よ
う
に
し
て
作
成
し
た
の
が
、

あ
る
。

ふ
!
7
M
l
i
-
-z
y
h
z

次
宋
守

0
・人
ン
タ
ル

y
古手

'i

カヨ一。

L
Y97vh叩

し
印
'
舟
手
一
G
E
六
日十

三
五
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三
、
文
字
の
割
付

こ
の
干
支
棒
木
簡
を

細
に
観
察
す
る
と

の

「
甲
子
」

支
の
初
め
の
方
の

行

(
①
)
か
ら
「
巾
申
」

(③
)
の
行
ま
で
は
作
り
が
丁
寧
で
、
穿
孔
も
き
ち
ん
と

あ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
「
甲

4
」
の
行
(
④
)
以
降
に
な
る
と
作
り
方
が
粗
雑
に
な

り
、
穿
孔
も
あ
け
ら
れ
ず
、

の
文
字
配
置
も
次
第
に
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
た
も

の
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
「甲
一反
」
の
行

(⑤
)
と
「
甲
寅
」
の
行
(
⑥
)
な

ど
は
、
文
字
の
割
付
を
間
違
え
た
た
め
か
、

干
支
が
九
つ
ま
で
し
か
す苦
か
れ
て
お

ら
ず
、
「
壬
子
」
や
「
笑
亥
」
は

か
れ
て
い
な
い
。
穿
孔
の
意
味
に
つ
い
て
は
後

述
す
る
が

ひ
と
つ
に
は
文
字
の
割
付
の
際
の

安
と
し
て
の
役
割
を
も
果
た
し

て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

四
、
本
木
簡
の
性
格

-83-
( 4 ) 

従
来
の
釈
文
で
は
、

干
支
の
記
載
順
に
法
則
性
が
見
出
せ
な
か
っ
た
た
め
に
本

木
簡
の
性
格
付
け
が

難
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
今
回
再
検
討
し
て
み
る

と

入は
単
純
な
こ
と
に
、

干
支
の
記
載
順
は
六
イ

支
の
順
番
通
り
で
あ
っ
た

こ
と
が
推
定
で
き
た
。

で
は
、
本
木
簡
の
用
途
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
秋
田
城

跡
調
査
事
務
所
の
日
野
久
氏
の
ご
教
示
に
よ
れ
ば
、
本
木
簡
と
き
わ
め
て
類
似
す

る
も
の
と
し
て
、

カ
っ
て
菅
江
真
澄
が
紹
介
し
た

ハ
方
柱
」
と
い

又
六
十
点

う
も
の
が
あ
る
。

澄
の
『
さ
く
ら
が
り
』

(文
政
七
年
〈
一

j
L
内〉
)
に
よ
れ
ば
、

「
文
化
イ
阿
年
の
夏
、
脇
神
村
の
枝
郷
に
小
勝
田
村
(
北
秋
田
郡
鷹
巣
町
)
の
首

岸
、
米
代
川
の
へ
た
う
ち
崩
れ
て
大
な
る
家
出
た
り
。
機
の
具

・
絡
枠
・
箱

・
櫛

・

苧
笥

・
槌
な
ど
出
た
る
中
に
、

菅
江
一

ノ
角
な
る
木
の
長
さ

一

一
寸
六
分
な
る
に
支



六
十
字

イ
て
、

一字
の
問
ダ
ご
と
に

7
あ
る
幣
串
の
ご
と
き
も
の
出
た
り
。
此

事
考
て

一
ト
巻
と
せ
り
」

と
あ
り
(
註

1
)
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
文
化
十

年

ノ
一
七
)
、
小
勝
田
村
(
北

秋
田
郡
鷹
巣
町
)

で
米
代
川
の
川
岸
が
崩
れ
て
、
出
現
し
た
埋
没
家
屋
か
ら
、

イ

支
を
書
い
た
長
さ

一
寸
六
分
の
八
角
の
棒
が
出
土
し
た
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
る
(
玄

4
)。
米
代
川
流
域
に
は
こ
の
よ
う
な
埋
没
家
屋
が
多
く
み
ら
れ
る
が
、

こ
れ
ら
は
十
世
紀
代
に
お
こ
っ
た
シ
ラ
ス

軽

)
洪
水
が
原
因
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
て
い
る
(
菅
江
自
身
は
こ
の
家
屋
が
、

天
長

年

(『
日
本
後
紀
』
に
よ
れ
ば

正
し
く
は
天
長
七
年
〔
八

三

O
〕
)
に
み
え
る
出
羽
国
秋
田
の
大
地
震
に
と
も
な
っ

た
大
洪
水
に
よ
り
埋
没
し
た
も
の
と
推
定
し
て
い
る
)
。

AM
r
o
イマ
ー
:
ゲ
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ま
た
、

『
菅
江

澄
翁
画
』
所
載
の
図
版
解
説
に
よ
れ
ば

(註
3
)
、

「支

字
八
角
柱
、
長

パ

一
寸

分
。

1'¥ 

神
粛
の
具
と
見
え
た
り
。
子
祭
を
始
め
某
の

と
い
ふ
こ
と
を
知
ら
し
む
る

」!
二
支

の
其

の
下
に

7
あ
り
。
其
日
は
其

円ノ
に
釘
を
さ
し
た
る
も
の
と
見
え
て
、

其
釘
の
折
レ
入
り
た
る
穴
あ
る
を
見
て
是
レ
考
ふ
。
な
ほ
人
の
考
へ
を
ま
た
む
」

と
あ
る
。

こ
れ
ら
は
川
土
し
た
一十
支
棒
を
「
八
角
」
と
し
て
い
る
が
、
大
館
の
人
、

ー'sgノ

道
形

(

七
六
七
{
}

ハ
)
が

い
た

『
秋

千
年
瓦
』

(文
化

:J一年
七
月

/ 

執
筆
)

埋
没
家
屋
に
つ
い
て
の
詳
細
な
記
述
が
あ
り
、

そ
こ
で
は

「又
六

に
も
、

1'¥ 

角
に
削
た
る
木
に
十
干
J
1

二
支
を
書
た
る
物
の
出
た
る
に
、
亥
の
字
の
代
り
に
伊

子
を
用
い
し
と
や
」
と
記
し
て
お
り
、

こ
れ
を
六
角
柱
と
し
て
い
る
。
ま
た
菅
江

自
身
も
、
次
に
紹
介
す
る
よ
う
に
「
六
角
六
回
」
の
も
の
と
し
て
考
証
し
て
い
る
。

お
そ
ら
く
「
八
角
」
は
誤
り
で
、

「六
角
住」

の
方
が

し
い
の
で
あ
ろ
う
。
(九託

4 
そ
の

『
干
支
六
十
字
六
方
住
ノ
考
』
(註

5
)
で
、
菅
江
は
こ
の
干
支
棒
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
考
然
し
て
い
る
。

「六
角
六
面
の
木
に
十
干
十
二
支
六
十
字
を
記
て
、
甲
子

O
乙
丑

O
丙
寅

O
丁

卯

O
と

し
か
そ
の
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一字
の
問
ご
と
に
六
方
み
な
か
ら
山
八
あ
り
。
そ
は
某
兄
、
某

弟
、
某
口
と
、
む
か
し
は
も
は
ら
記
せ
り
。

(
中
略
)
そ
は
そ
の
日
を
あ
げ
て
、
そ

の
簿
を
さ
し
て
し
ら
し
む
る
し
る
し
の
穴
あ
る
に
や
。
此
穴
の
数
六
十
あ
る
。
そ

が
中
に
、
木
の
尖
の
折
し
内
り
た
る
{/

ツ
有
る
を
も
て
此
よ
し
を
考
へ
り
。
し、

に
し
へ
、

甲
子
ノ
神
、
亥
子
ノ
神
、
チ
卯
ノ
神
な
ど
を
も
は
ら
祭
り
し
こ
と
あ
り

け
る
よ
し
。
甲
子
ノ
口
、
皮
中
ノ
目
、

巳
じ
ノ
日
、
笑
子
ノ
口
を
今
も
祭
る
事
あ

り

(後
略
)」

「此
六
角
ノ
木
の
頭
く
び
れ
て
あ
り
。
又
本
の
尖
た
る
は
、
末
に
白
麻
付
て
幣

と
し
神
に
と
り
奉
り
て
、
常
は
ム
υ
に
さ
し
て
神
の
御
前
に
居
る
も
の
に
や
。
な
に

に
ま
れ
、
神
競
る
具
な
る
ら
む
か
し
。
」

ま
ず
菅
江
は

こ
の
六
品
川
住
に
ム
ハ
十
千
支
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て

干
支
の
下
に
山
八
が
あ
い
て
い
る
こ
と
カ
ら
、

こ
の
干
支
は
日
付
の
干
支
を
表
し
、

そ
の
日
そ
の
日
の
該
当
す
る
干
支
の
下
の
ん
八
の
所
に
、

J

(水
の
棒
)
を
突
き
さ



す
こ
と
に
よ
り
、

が
何
の

た
の
か
を
わ
カ
る
よ
う
に
し
た
も
の
だ
と

そ
の

推
定
す
る
。

つ
ま
り

見
表
で
あ
る
。

続
レ
て
菅
江
は
、
こ
の
干
支
棒
の
形
態
に
さ
ら
に
着

端
部
が
く
び
れ

し

て
お
り
、

が

m
nP
3

、

制
均
立
ロ
，
刀
バ

っ
て
い
る
こ
と
カ
ら
、
上
端
部
の
く
び
れ
た
と
こ
ろ
に

麻
の
幣
南
を
付
け
、

疋
し
て
、
神
前
に
供
え
た
も
の

は
台
の
よ
う
な
も
の
に

で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
の

棒
は
、
何
ら
カ
の
祭
杷

で
は

な
レ
か
と
推
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

程
度
の
長
さ
の
六
角
柱
で
あ
る
こ
と
、

ず
つ
計
六
十
干
支

ノ¥

に
十
干

カミ

か
れ
て
い
る
こ
と
、

の
下
に
は
そ
れ
ぞ
れ
穿
孔
が
あ
る
こ
と
等
、
形
態

的
な
特
徴
は
秋

城
跡
八
七
号

簡
と
酷
似
し
て
い
る
。
秋

城
跡

土
八
七
号

木
簡
は
、
菅
江
の
描
い
た

ノ」
l

字
六
方
柱
」
と
同
様
の
も
の
で
あ
っ
た
と

い
え
よ
う
。

し
か
も
菅
江
に
よ
れ
ば
、
穿
孔
の
う
ち
の

一
つ
に
尖
っ
た

が
折
れ
て
入
っ
て

レ
た
と
レ
う
の
だ
か
ら
、
こ
の

簡
の
使
用
法
が
菅
江
の
言
う
よ
う
に

そ
の
日

そ
の

の
該
当
す
る
干

支

に
楊
枝
の
よ
う
な
細
い

を
突
き
刺
し
て
、

表
の
よ
う
な
使
い

を
し
て
い
た
可
能
性
は

分
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、

後

で
述
べ
て
い
る
よ
う
な
祭
肥
主
と
し
て
の
使

法
に

R
定
し
て
し
ま
う
こ
と

に
つ
い
て
は
、
な
お
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
秋
田
城
出
土
の

支
棒
木
簡
は
、

そ
の
日
が
何
の

X
に
w

た
る
か
を
知
る
た
め
の

早
見
表
の
役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。
膨
大
な
情
報
を
も
っ

注
暦
の
う
ち
、

付
の
干

の
部
分

だ
け
を
活

す
る
際
に

と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
と
考
え

い
ら
れ
た
簡
便
な
道

ら
れ
る
。

た
だ
し
、
秋
田
城
の

棒

簡
が
」/
角
柱
で
は
な
く
七
角
柱
で
あ
る

穿
孔
が
七
面
の
う
ち
三
面
し
カ
認
め
ら
れ
な
い
点
が
不
審
で
あ
る
。
こ
の
点
カ
ら

す
れ
ば
秋
田
城
の

コー
支
棒
は
、

実
際
に
使
わ
れ
て
い
た
も
の
と
は
考
え
が
た
く
、

む
し
ろ
未
製
品
で
は
な
泊
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
は
途
中
ま
で
作
り
か

け
た
も
の
の
未
完
成
に
終
わ
り
、

実
際
に
使
用
す
る
こ
と
を
諦
め
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。

秋
田
城
跡
で
出
土
し
た

棒

簡
は

玉
一
の
漢
簡
の
な
カ
に
あ
る

柱

ま
た
は
内
角
住
の
形
を
し
た

「
鰍
」
と
よ
ば
れ
る
も
の
と
も
類
似
し
て
い
る
。
漢

簡
の

知1

か
ら
笑
亥
ま
で
の
ムノ

に
は
、
甲

λ
を

一
覧
表
の
形
で
整

の

理
し
た
「
コl

い
て
レ
る
も
の
が
み
ら
れ
る
と
い
う
(
註

6
)。

敦

表
」
を

漢
簡
で
は
内
角
柱
の
凶

と
も
に
、

甲

乙
丑

-81-
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丙
{貝

庚
午

丁
卯

戊
辰

辛

笑
酉

と
室田
カ
れ
た

「
鰍
」
が
確
認
で
き
る

(註
7
)

(図
5
)
。

見

送l5 i英代の干支組み
合わせ表木簡(1)
(写真は註6書、見取
り図註8書)

ま
た

五
面
に
削
っ
た

知1

の

一
面
に
、

申

辛

球
大
亥

部
欠
損
)

-
戊

と
干
支
を

(註
9
)
(区
6
)
。
あ
る
い
は

一
面
に
」
l

二
の

い
た
も
の
も
あ
る



が
重
か
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
カ
。

秋

城
出
土
の

そ
の
淵
源
を
た
ど
る
と
漢
簡
の

棒
木
簡
は
、

き

く
の
で
は
な
レ
だ
ろ
う
カ
。

簡
の
関
連
資
料

支
棒
木
簡
が
暦
を
簡
便
に
月
い
る
た
め
の
道

で
あ
っ
た
と
す
る
と
、

と
し
て
、
新
潟
県
笹
神
村
発
久
遺
跡
干
支

棒
木
簡
の
ほ
か
に
こ
う
し
た
簡
便
な
道

出
土
の
、
月
朔
干

簡
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

〔
釈
文
〕× 

三
月
朔
戊
辰
日

× 
卯

朔
丙
申

ノ

×
口
未
日

こ
の
発
久
遺
跡
出

木
簡
に
つ
い
て
は
、
平
川
南

林

一両
氏
の
詳
細
え

調

成
果
が
あ
る

(註
m
a
)
。

ま
ず
平
川
氏
tv
、
こ
の
木
簡
の
内
容
を
「
某
年
の
各
月
の
朔
の

月
朔
戊
口
口
」
「
六
月
朔
日
中
日
」

支
を
需
き
迎

ね
た
も
の
で
あ
る
」
と
し
、
木
簡
に
み
え
る
「

の
記
載
か
ら
、
該
当
す
る
年
は

制

行

送J6 r英代の干支組み
合わせ表木簡(2)

(写真は註7書より)

延
暦
十
問
年
(
七
九
五
)

一月
戊
辰

}ノ
月
戸
中

点
元
元
γ

(
九
七
六
)

三
月
戊
一反

_L 

ノ

丙
申

に
し
ぼ
ら
れ
る
と
し
た
。

さ
ら
に
平
川
氏
は
、
木
簡
の
記
載
の
構
成
に
着
目
し
、
次
の
よ
う
に
推
定
す
る
。

本
木
簡
は

し
か
も
オ
モ
テ
と
思
わ
れ
る

が

部
が
残
り

に
は
三
月
と
斗ノ

併
記
さ
れ
て
し
る
。
こ
の
こ
と
カ
ら
オ
モ
テ
面
に
は
、

側
の
行
に

月

月

=τ
月

側
の
行
に
同
月
・

五
月

・
六
月
と
三
か
月
ず
つ
記
載
し
た
と
推
測
で
き

る
。

-80-
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裏
面
に
は
当
然
、
残
り
の
半
年
分
が
記
載
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、

畏
面

の
右
側
の
行
は
文
字
が
オ
モ
テ
の
よ
う
に

端
部
近
く
ま
で
は
な
く
、

わ
ず
か
に

「口
未
口
」

一
文
字
し
か
確
認
で
き
な
い
。
ま
た
、
裏

に
は
右
側
の
行
に
し

の

カ
文
字
が
確
認
で
き
な
い
。

オ
モ
テ
一白
と
裏
」
で
こ
の
よ
う
に
記
載
の
構
成
が
異
な
る
の
は
、
次
の
よ
う
に

復
原
す
る
こ
と
で
説
明
が
可
能
に
な
る
。

ま
ず
オ
モ
テ
に

l
、
表
題
と
し
て
某
年
の
月
朔
一
十
支
で
あ
る
旨
が
明
記
さ
れ
た

と
忠
わ
れ

そ
の
た
め
に
全
体
を
下
げ
て
正
月
か

六
月
ま
で
の
半
年
分
を
記
載

し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
裏
J
V
上
端
部
カ
ら
記
載
し
た
た
め
、

が
生
じ

下
部
に
余

F

一
ご

J
F

f
'と
J

れ
る
。
ま
た
、
裏
面
で
右
側
に
し
カ
文
字
が
旅
認
で
き
な
か
っ
た
の
は
、

延
京
H

J
ー
川
年
の
場
合
、
間
七
月
が
存
夜
す
る
た
め
に
右
側
内
カ
月
分
、
左
側
三
か

月
分
と
な
っ
た
か

で
あ
ろ
う
。
点
元
一兆
年
の

tv
閏
片
が
存
在
し
な
い
の
で
こ
の



よ
う
に
は
な
ら
え
い
。

九
月
の
月
朔

は
延

口
」
が
九
月
の
月
朔
干
支
で
あ

「
乙
未
」
、

し
カ
も
、

点
元
元
年
が

甲

の

「口

で
あ
り
、

長

る
と
す
れ
ば
、
延

イ
内
年
と
す
る
の
が
ふ
さ
わ
し
レ
だ
ろ
う
。

カ
く
し
て
平
川
氏
は
こ
の
木
簡
を
、
同

7
の
よ
う
に
復
原
し
、
延
菅
一十
川
年
の

月
朔

簡
で
あ
る
と
結
論
づ
け
た
。
平
川
氏
は
、

又

ー卜
pq 
年
が

本

簡
は
古
代
の
人
々
に

た
す
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
、

「
こ
の
よ
う
な
「

と
っ
て
重
要
な
口
々
の

干
支
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
腎
と
し
て
十
分
に
機
能
を
呆

欣
聞
は

朔
干
支
」

と
し
て
多
用
さ
れ
た
に
違
い
な
レ
の
で
、
今
後
類
例
の
発

当
時
、
簡
便
え

大
い
に
期
待
で
き
る

を
簡
便
な
形
で
活

し
よ
う
と
す
る
A

-一要
な
資
料
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
」
と
評
価
し
て
い
る
。
暦

が
実
際
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
、

本

簡
の
発
見
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

に
見
ら
れ
る

(玄
8
)
。

こ
れ
と
似
た
も
の
が
、
教
煙
漠
筒
の

さ
ら
に
、
月
朔

木
簡
に
つ
い
て
も
、

(註
日
)

(表)

延
暦
十
四
年
暦
月
朔
干
支
正
月
朔
庚
午
日

四
月
期
戊
成
日

一一
月
期
己
亥
日

五
月
朔
丁
卯
日

三
月
期
戊
辰
日

六
月
朔
丙
申
日

八
月
期
乙
丑
日

十
二
月
朔
甲
子
日
九
月
朔
乙
未
日

七
月
朔
丙
寅
日

十
月
朔
甲
子
日

閏
七
月
朔
乙
未
日

十
一
月
朔
甲
午
日

発久遺跡出
Jす!Jj干支木簡

(註10b害より)

関7

カミ

(表
)

永
光
五
年

正
月
乙
巳
朔

]i 

朔
小
出
口
丁

夏
至

巾

片
乙
亥
ぺ

二
日
丙

省ミ
，l.¥. 
ノJ

ノ

法
大
酉
大
八
日

E

初
伏
十
八
日
庚
寅

中
伏
廿

日
的
突
い
立
秋

-79-
(お)

月
甲
辰
朔

-寸
」
ハ
日
壬
辰
立
夏

七

法大
卯
朔
小
八
日

戊
後
伏

凶
月
甲
戊
朔

ユ
中
朔
大
八
口

9D 

(一袋)

九
月

寅
朔

イ

口

{貝
寸
一え

一卜

辛
未
朔

十

一
月
辛
丑
朔
イ
十
日
庚
戊
先

イ
二
月
庚
午
朔
大
十
七
日
丙
成
口
口
廿
七
日
丙
申
立
春

亥
晦

こ
れ
は
、
氷
光
五
年
(
紀
元
前
三
九
)

の
暦
で
、
各
月
の
大
イ
と
朔

の

支
、

士
宅
立
夏
立
秋
立
冬
、

付

ν

会」

枚

」
、
冬
不
十一
、
春
分
の
日
付
だ
け
を

の
表
裏
だ
け
で
完
結
す
る
簡
便
な
暦
で
あ
る
。
発
久
遺
跡
の

3之、

簡
は
、

朔

」
の
う
ち
の
月
の
朔
口
部
分
だ
け
を
さ
ら
に
抜
き
川
し
た
も
の
と
考
え
れ
ば
、
ヲF

、ーー



の
木
簡
と
き
わ
め
て
類
似
し
た

エ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
木
簡
の

表
裏
を
使
用
す
る
と
い
う
点
も
共
通
し
て

U
る
。

な
お
、
藤
原

木
簡
に
、

五
月
大

乙
酉
水
市

七
月
大

甲
申

(O
八

一
型
話
、

『木
簡
研
究
』
三
号
)

と
記
さ
れ
た
木
簡
が
あ
る
。
慶
雲
元
年

(七

O
凹
)
の
暦
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
、

月
の
大
小
、
朔
日
干
支
な
ど
を
記
し
て
い
る
点
が
、
永
光
五
年
の
漢
簡
の
書
式
と

共
通
し
て
い
る
。
『
木
簡
研
究
』

三
号
所
載
の
写

を
見
る
限
り
、
こ
の
木
簡
は
上

端
と
左
端
が
欠
控
し
、
下
端
は
原
形
を
と
ど
め
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
左
側
の

月
の
左
隣
に
は
六
月
分
の
記
載
が
あ
り
、
七
月
の
左
隣
に
は
八
月
分
の
記

行
の

載
が
あ
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
、

一
方
裏
面
の
上
半
部
に
は
九
月
か
ら
十
二
月
の
記

載
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
全
体
を
復
元
す
れ
ば
、
永
光

年
の
漢

簡
の
よ
う
な
簡
便
な
暦
と
し
て
機
能
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

ま
た
、
次
の
よ
う
な
も
の
も
あ
る

(
註
ロ
)
。

戊
丁
丁
丙
丙
乙
乙
甲
甲
甲
波
大
法
大

十
七
日

午
亥
巳
戊
辰
酉
卯
申
{貝
申
丑
未

こ
れ
は
暦
穏
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
、
筒
頭
に
日
付
を
書
き、

に
正
月
か

そ
の

ら
十
二
月
に
至
る
各
月
の
そ
の
日
付
の
干

を
記
し
、
こ
れ
を
三
十
簡

(一二
十
日

分
)
並
べ
て

一
年
の
暦
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

」
の
場
合
は
、
十
七
日
の

X 
を

十
二
か
月
分
記
し
て
い
る
。
神
爵

の
暦
と
さ
れ
て
い
る
。

年
(
紀
元
前
五
九
)

こ
う
し
た
記
載
様
式
も
ま
た
、
各

支
を
記
し
た
月
朔

支
木

の
朔

だ
け
の

簡
と
類
似
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

お
わ
り
に

支
棒
木
簡
の
意
義

本
木
簡
の
発
見
に
よ
っ
て
十日
代
の
地
方
社
会
に
お
い
て
、
国
家
か
ら
頒
布
さ
れ

た
詳
細
な
具
注
暦
を
、
簡
便
な
形
で
利
則
す
る
た
め
の

夫
が
な
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
し
か
も
木
簡
と
い
う
特
性
を
う
ま
く
利

し
て
い
る
点

も
重
要
で
あ
る
。

暦
を
簡
便
に
所
用
す
る
た
め
の
こ
う
し
た
知
恵
は
、
暦
の
知
識
の
伝
来
と
と
も

に
、
大
陸
か
ら
半
島
を
経
て
日
本
に
伝
わ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
暦
の
知
識
が

-78-
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渡
来
人
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
の
と
同
様
に
、
暦
を
活
用
す
る

夫
も
ま
た
、

渡
来
人
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
た

「
月
朔
千
支
木
簡
」
と
「
干
支
棒
木
簡
」
と

を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
月
の
何
日

の
干
支
が
何
に
当
た
る
の
か
、
と

い
っ
た
情
報
を
、
瞬
時
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

夫

瞥
を
簡
便
に
知
る
た
め
の

は
、
多
種
多
様
な
木
簡
を
上
手
に
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
可
能
に
な
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。

地
方
社
会
に
お
い
て
、
日
付
を
干
支
で
把
握
す
る
こ
と
が
ど
れ
ほ
ど
必
要
で
あ
っ

こ

「ノ
ミ
、

中

j

A
V
仇
M

そ
の
実
態
を
知
る
こ
と
は
な
カ
な
カ
難
し
い
。
ひ
と
つ
に
は
、
地
域
の

祭
示E

儀
礼
と
の
関
わ
り
な
ど
が
当
然
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
だ

け
で
は
な
く
、

干

と
関
わ
る
状
況
は
存
在
し
て
い
た
と
思

日
常
に
お
い
て
も
、

わ
れ
る
。



兵
庫
県
氷

郡
山
垣
遺
跡
出

目玉

の

簡
に
、
週

9
の
よ
う
た
も
の
が
あ
る

日
)
。

お
そ
ら
く
は
農
業
経
営
に
関
わ
る

簡
と
推
定
さ
れ
、
恒
人
へ
の
稲
(
山

挙
稲
カ
)

の
支
給
を

ご
と
に
記
し
て
レ
っ
た
記
録
簡
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

興
味
深
い
の
は
、
「
巴

付
が
十

カ
れ
て

」
「
午
日
」
「
未
日
」
な
ど
、

で

い
る

一
で
あ
る
。
山

ι遺
跡
は
丹
波
国
氷
上
郡
の
郡
関
連
施
設
と
考
え
ら
れ
る
が

(註
比
)
、
少
な
く
と
も
郡
家
の

レ
ベ
ル
で
は
、

に
よ
る
日
付
表
記
が
お
こ
な

わ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

一l
支
に
よ
る
口
付
表
記
が

地
方
社
会
に
お
い
て
ど
の
程
度
使
用
さ
れ
て
い
た
の
カ
は
、
今
後
の
検
討
課
題
と

な
る
だ
ろ
う
。

日王
(
1
)
「
発
掘
の
家

(
内
山
武
志

6
『
菅
江

澄
随
筆
集
』

九
年
、

。
、._/

(
2
)
内
田
武
志
編

『ず

t

澄
全
集

第
九
巻
』
、
未

(
3
)
前
註

(
1
)

平
凡
社

一
九
ムノ

社

一
九
七
三
年

(
4
)
 

ノ
十
干

を
書
い
た
六
角
柱
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

埋
没
家
屋
と
、

告
を
受
け
て
、
『

保
年
間
刊
)
の

人
の
関
心
を
呼
ん
だ
よ
う
で
、
平
田
篤
胤
が
秋
田
の
仏
竹
務
士

・
阿
見
順
平
の
報

で
こ
れ
に
つ
い
て
考
証
し
、

凶
度
制
考
』
(

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
と
い
う
。

〔
回
ヵ
〕

嶋
田
稲
巳
白
川
三
束
午
日
稲
春
小
田
稲
廿
三
束
未
日
品
川
八
束
口
嶋
口
稲
口
束
稲
春
小
田
稲
舟
申
日
百
廿
×

〔
卯
ヵ
〕

子
日
二
百
十
八
束
丑
n
l
l
u寅
日
百
束
口
日
五
十
二
束
辰
日
州
巳
日
廿
東
口
小
田
稲
午
日
十
五
束
未
日
五
十

二
束

〔

揃

授

ヵ

〕

〔

亥

日

ヵ

〕

〔

子

ヵ

〕

「
口
口
」
口
口
数
記
口
口
口
円
ハ
ハ
ハ
ハ
ハ
ハ
ハ
川
U
口
口
嶋
田
川
丑
口
口
口

一
束
寅
日
知

一
束
卯
日
品川
二
束
嶋
田
稲
×

実IJ
線

口口

H 
U 

口
口

(主吋
)×
m
N
×
ω

O

∞】

6ω
第
一

H

ち
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筒兵庫県山垣遺跡出
(註13書より)
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「
其
家
の
内
に
種
種
の
器
械
ど
も

予、

嘗
て
見
知
ら
ざ
る

一
つ

け
る

の
器
物
あ
り
。
其
状

度
、
ま
た
は
土

な
ど
の
類
に
や
と
思
は
る
」

「
長
さ
凡
て

一

一
寸
三
分
、
杉
に
て
六
角
に
制
り

ハ
面
に

支
を
記
す
こ
と

送
の
如
し
。

一
方
に
十
干
支
あ
り
て
六
方
合
わ
せ
て
六
十

支
な
り
。
其
問
曲

ノ

一
寸
づ
つ
に
刻
み
て
、
六
面
と
も
に
π
ノ
あ
り
、
文
字
幽
か
に
見
ゆ
」
(
「
解
題
」

言

澄
全
集

第
九
巻
』
、

来
社
、

一
九
七
三
年
)

明
治
以
降
で
は
、
白
井
光
太
郎
が

本
風
俗
考
」
(
『
人
類
学
雑
誌
』
第

マヲ

一
八
九

O
年
)
で
、
上
古
住
民
の

C
居
が
竪
穴
だ
と
い
う
論
拠
に
、
こ
の
埋

没
家
屋
の
例
を
あ
げ
、
あ
わ
せ
て
六
角
柱

支
棒
も
紹
介
し
て
い
る
。

昭
和
十
八
年
(
一
九

一二
)
に
は
、
東
大
地
震
研
究
所
の
今
村
明
恒
が
、
「
古
代

の
比
内
地
震
」
の
時
代
考
証
に
、
こ
れ
を

い
た
論
文
を
発
表
し
た
と
い
う
(
帝

尚子

院
記

、._/

。

そ
れ
に
よ
る
と
、
菅
江

澄
の
説
と
同
様
に
、
注
暦
の

一
種
だ
と
み
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な

支
に
よ
る
日
付
表
示
法
が
廃
止
さ
れ
て
、
数
字
に
よ
っ

て
日
付
が
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
ハ
匝
史
に
よ
る
と
『
文
徳
天

失
録』

(天
安
二
年
〈
『/

ゅ八〉
)
以
後
だ
か
ら
、
こ
れ
に
よ
っ
て
埋
没
家
屋
の
年
代
も
推

測
で
き
る
と
し
て
い
る
と
い
う
(
註

(
1
)
書
解
説
)
。

最
近
で
は
、
鬼
頭
清
明
氏
が

『
古
代
日
本
を
発
掘
す
る

6

古
代
の
村
』
(
岩
波

庖

年
)
の
中
で
、
埋
没
家

と

又
棒
に
つ
い
て
紹
介
し
て
お
り

一
九
『ノ

「
木
片
に
黒
一

し
た
も
の
の
出
土
例
の

い
例
に
属
す
る
だ
ろ
う
」
と
評
価
し
て

い
る
。

(
5
)
前
註

(
2
)

九

(
6
)
 
阿
辻
哲
次

『
区
説

八

j莫

の
歴
史
』
大
修
館
書
広
、

一
九
八
九
年
、

七

(
7
)
大
庭
惰
著
『
大
英
図
書
館
蔵

敦
燥
漢
筒
』
同
朋
舎
、

(
8
)
『
匹

月
令
』
東
洋
文
庫
よ
り

(
9
)
註

(
7
)
皆
、
七
九
頁。

(叩

)
a
小
林
昌
二

・
平
川
南
「
木
簡
に
つ
い
て
」

『
発
久
遺
跡

者』

新
潟
県
笹
神
村
教
育
委口

一
九
九

一
年
。

b
平
川
南
「
地
下
か
ら
発
見
さ
れ
た
文
字
」
『新
版

代
の

研
究
の
方
法
』
角
川

応
、

一
九
九

一
年
。

(
日
)

註

(
7
)

五

。
な
お
、
永
光

年
の

s 

一一一
「敦
煤

・
居
延
出
土
の
漢
暦
に
つ
い
て
」

『東
洋
学
研
究

ィー、

一
九
七

年
に
よ
る
考
察
が
あ
る
。

(ロ)
註

(
7
)

缶
、
五
九

(
日
)

『
山

遺
跡
発
掘
調
査
報
戸

芝

兵
庫
県
教
育
委
員
会、

お
釈
文
は

『
木
簡
研
究
』

一
O
号
、

九
九
八
年
に
よ
る
。

(
日
)

平
川
南
「
郡
符
木
簡
」
虎
尾
俊
哉
編

『律
令
国
家
の
地
方
支
配
』

口
川
弘

文
館
、

一
九
九

年

〔
付
記
〕
秋
田
城
跡
出
土
八
内
号

簡
の
調
査
に
あ
た
り
、

館
平
川
南
氏
、
秋
田
城
跡
調
査
事
務
所
の
日
野
久
氏
よ
り
ご
配
慮
と
ご
教
示
を
賜
つ

た
。
記
し
て
感
謝
申
し

千
ノ
土

、、
。

1v
中

j

L
V

な
お
、
拙
稿
「
士
門
代
地
方
社
会
に
お
け
る
暦

ー
そ
の
受
容
と
活

て
|
」
(『
日
本
歴
史
』

0
0
一
年
)
に
お
い
て
も
、
本

お
こ
な

っ
て
い
る
。
あ
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

一
九
九

O
年
。

発
掘
調
査
報
告

本
10 

代
資
料

木
簡
に
つ
い

て
は
森
鹿

延
漢
簡
編
』
同
朋

一
九
九

O
年
、
な
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玉一
立
歴
史

俗
博
物

を
め
ぐ
っ

簡
に
つ
い
て
考
察
を


